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衆
議
院
議
員
村
井
宗
明
君
提
出
国
道
八
号
線
バ
イ
パ
ス
沿
い
（
富
山
市
・
射
水
市
・
高
岡
市
）
の
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け

る
外
国
人
中
古
車
販
売
店
出
店
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
村
井
宗
明
君
提
出
国
道
八
号
線
バ
イ
パ
ス
沿
い
（
富
山
市
・
射
水
市
・
高
岡
市
）
の
市
街
化
調
整
区
域
に

お
け
る
外
国
人
中
古
車
販
売
店
出
店
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
コ
ン
テ
ナ
を
利
用
し
た
建
築
物
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
技
術
的
助
言
）
」
（
平
成
十
六
年
十
二
月
六
日
付
け
国
住
指
第

二
千
百
七
十
四
号
）
に
お
い
て
は
、
随
時
か
つ
任
意
に
移
動
で
き
な
い
コ
ン
テ
ナ
は
、
そ
の
形
態
及
び
使
用
の
実
態
か
ら
、

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
、
建
築
物
の
新
築
を
行
う
場
合
に
は
、
一
定
の
例
外
事
由
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
る

必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
。

三
に
つ
い
て

農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
し
、
又
は
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
た
め
に
取
得
す
る
場
合
に
は
、
一
定
の
例
外
事
由
に
該

一



当
す
る
場
合
を
除
き
、
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
受
け
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
道
交
法
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
が
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
違

反
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
罰
則
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
と
さ
れ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
行
為
が
、
駐
車
違
反
に
当
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
駐
車
の
場
所
、
方
法
等
に
応
じ
て
個
別
具
体
的

に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
概
に
は
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
が
、
例
え
ば
、
道
路
標
識
又
は
道
路
標
示
に
よ
り
駐
車
が
禁
止

さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
に
お
い
て
貨
物
の
積
卸
し
の
た
め
に
車
両
を
五
分
を
超
え
て
継
続
的
に
停
止
さ
せ
た
場
合
に
は
、

原
則
と
し
て
、
道
交
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
罰
則
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
（
当

該
行
為
が
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
等
に
該
当
す
る
と
き
は
、
十
五
万
円
以
下

二



の
罰
金
）
と
さ
れ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
、
法
令
の
規
定
に
違
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

従
い
、
事
務
を
所
掌
す
る
行
政
庁
等
に
よ
り
、
是
正
の
命
令
等
が
適
切
に
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

三


